
 

 

新規の正規職員を採用した場合や嘱託、パート等が加入資格の要件を満たした場合、あるいは合
算申出をする職員が新規に加入する場合には、「被共済職員加入届」を提出してください（施設、
事業単位で記入してください）。 

なお、新規で加入させない旨届出の手続きをしている施設等は除きます。 

 

 

 

 

     



 


